【参考様式】保守メンテナンス契約書
※原則、システム構築を外部に制作依頼を行う場合や、ソフトウェアを購入・導入する場合、継続的にシステムを活用していただくことを目的として、事業計画期間中の保守メンテナンス契約を必須としています。
※内容は適宜変更して使用してください。
※事務局へは押印後の写しをご提出ください。

システム保守メンテナンス契約書

第1条（目的）
甲が導入した■■システムについて、乙は本契約期間中、正常な運用を継続できるように保守業務を実施する。

第2条（契約期間）
本契約の期間は、YYYY年MM月DD日からYYYY年MM月DD日までとする。以後、双方合意のうえ更新可とする。

第3条（保守業務の内容）
乙は、以下の保守サービスを提供するものとする。
　(1) 定期メンテナンス／点検
　(2) 障害発生時の原因調査および修正対応
　(3) バージョンアップ、システム改善および機能追加
　(4) バックアップおよびデータ復旧支援
　(5) リモートサポートおよびユーザー支援サービス

第4条（対応時間および方法）
保守業務の受付時間は、平日 09:00〜18:00 とする。
障害対応の開始時間は、報告後■時間以内を目安とする。深夜・休日対応は別途協議とする。

第5条（保守料金および支払条件）
本契約における保守業務は、開発費用に含まれるものとし、甲は乙に対して本契約に基づく保守業務について別途料金の支払いを要しない。

第6条（秘密保持）
乙は、保守業務の過程で知り得た甲の機密情報を、第三者に漏らしてはならない。

第7条（権利義務の譲渡の禁止）
甲乙とも、相手方の事前書面による承諾なく、本契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡または移転してはならない。

第8条（契約の解除）
以下の場合、相手方に通知することで契約を解除できる：
　(1) 保守業務の履行に重大な問題があるとき
　(2) 重大な契約違反があったとき
　(3) 相手方が破産・解散したとき

第9条（免責および損害賠償）
乙は、損害賠償の責任を本契約によって現実に発生した損害の範囲内とし、故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。

第10条（準拠法および合意管轄）
本契約は日本法に準拠し、■■地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約成立の証として、本書二通を作成し、双方記名押印のうえ、各自一通ずつ保有する。
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住所　
会社名
代表者
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代表者
